
 香芝市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。 

  令和８年１月５日 

                   香芝市長 三 橋 和 史      

香芝市規則第１号 

   香芝市個人番号の利用に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 香芝市個人番号の利用に関する条例施行規則（平成２７年規則第２９号）の

一部を次のように改正する。 

 第２条中「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律（平成２５年法律第２７号）」の次に「及び条例」を加える。 

 第３条第３号中「第５条」を「第６条」に改め、同条第４号中「第６条」を

「第７条」に改め、同条第５号中「第７条」を「第８条」に改め、同条第６号

中「第８条」を「第９条」に改め、同条第８号中「第８条の２」を「第１０条」

に改め、同条第９号中「第９条」を「第１１条」に改める。 

 第４条第３号中「第５条の２」を「第６条」に改め、同条第４号中「第６条」

を「第７条」に改め、同条第５号中「第７条」を「第８条」に改め、同条第６

号中「第８条」を「第９条」に改め、同条第８号中「第８条の２」を「第１０

条」に改め、同条第９号中「第９条」を「第１１条」に改める。 

 第５条第３号中「第５条の２」を「第６条」に改め、同条第４号中「第６条」

を「第７条」に改め、同条第５号中「第７条」を「第８条」に改め、同条第６

号中「第８条」を「第９条」改め、同条第８号中「第８条の２」を「第１０条」

に改め、同条第９号中「第９条」を「第１１条」に改める。 

 第７条第１号中「香芝市重度心身障害老人等医療費助成要綱（昭和５８年２

月１日施行」を「香芝市重度心身障害老人等医療費助成要綱（令和７年告示第 

２３６号」に、「第３条」を「第５条」に改め、同条第２号中「第４条」を

「第６条」に改め、同条第３号中「第５条」を「第７条」に改め、同条第４号

中「第６条」を「第８条」に改め、同条第５号中「第７条」を「第９条」に改

め、同条第６号中「第９条」を「第１１条」に改め、同条第７号中「第１０条」

を「第１２条」に改め、同条第８号中「第１１条」を「第１３条」に改め、同

条第９号中「第１２条」を「第１４条」に改め、同条第１０号中「第１３条」

を「第１５条」に改める。 

 第８条第１号中「香芝市精神障害者医療費助成事業（後期高齢者）実施要綱

（平成２７年４月１日施行」を「香芝市精神障害者医療費助成事業（後期高齢

者）実施要綱（令和７年告示第２３７号」に改める。 

 第１３条を第１５条とし、第１２条を第１４条とする。 



 第１１条中「９の項」を「１０の項」に改め、同条を第１２条とし、同条の

次に次の１条を加える。 

第１３条 条例別表の１１の項の規則で定める事務は、住登外者に係る宛名情

報の登録又は変更に関する事務とする。 

 第１０条中「８の項」を「９の項」に改め、同条を第１１条とし、第９条の

次に次の１条を加える。 

第１０条 条例別表の８の項の規則で定める事務は、住登外者に係る宛名情報

の登録又は変更に関する事務とする。 

 別表第１中「第１２条関係」を「第１４条関係」に改め、同表１の項中「又

は香芝市精神障害者医療費助成条例による医療費の助成に関する情報（以下

「精神障害者医療費助成関係情報」という。）」を「、香芝市精神障害者医療

費助成条例による医療費の助成に関する情報（以下「精神障害者医療費助成関

係情報」という。）又は住登外者宛名情報」に改め、同表２の項中「又は香芝

市精神障害者医療費助成事業（後期高齢者）実施要綱による医療費の助成に関

する情報（以下「精神障害者（後期高齢者）医療費助成関係情報」という。）」

を「、香芝市精神障害者医療費助成事業（後期高齢者）実施要綱による医療費

の助成に関する情報（以下「精神障害者（後期高齢者）医療費助成関係情報」

という。）又は住登外者宛名情報」に改め、同表３の項から５の項までの規定

中「又は精神障害者（後期高齢者）医療費助成関係情報」を「、精神障害者（

後期高齢者）医療費助成関係情報又は住登外者宛名情報」に改め、同表６の項

中「又は重度心身障害老人等医療費助成関係情報」を「、重度心身障害老人等

医療費助成関係情報又は住登外者宛名情報」に改め、同表７の項中「関する情

報」の次に「（以下「養育医療関係情報」という。）」を加え、「又は障害者

自立支援給付関係情報」を「、障害者自立支援給付関係情報又は住登外者宛名

情報」に改め、同表９の項中「又は香芝市就学援助実施要綱による就学援助費

の支給に関する情報」を「、香芝市就学援助実施要綱による就学援助費の支給

に関する情報（以下「就学援助費支給関係情報」という。）又は住登外者宛名

情報」に改め、同項を同表１０の項とし、同表８の項中「又は香芝市特別支援

教育就学奨励費実施要綱による就学奨励費の支給に関する情報」を「、香芝市

特別支援教育就学奨励費実施要綱による就学奨励費の支給に関する情報（以下

「就学奨励費支給関係情報」という。）又は住登外者宛名情報」に改め、同項

を同表９の項とし、同表７の項の次に次の１項を加える。 

８ 市長 住登外者宛名番号

管理機能による住

登外者の情報の管 

医療保険給付関係情報、障害者関係情

報、生活保護関係情報、地方税関係情

報、児童手当関係情報、児童扶養手当関 



 理に関する事務 係情報、特別児童扶養手当関係情報、障

害者自立支援給付関係情報、子ども医療

費助成関係情報、心身障害者医療費助成

関係情報、ひとり親家庭等医療費助成関

係情報、精神障害者医療費助成関係情

報、重度心身障害老人等医療費助成関係

情報、精神障害者（後期高齢者）医療費

助成関係情報、養育医療関係情報、中国

残留邦人等支援給付等関係情報又は介護

保険給付等関係情報 

 別表第１に次のように加える。 

１１  教

育委員会 

住登外者宛名番号

管理機能による住

登外者の情報の管

理に関する事務 

生活保護関係情報、地方税関係情報、就

学奨励費支給関係情報又は就学援助費支

給関係情報 

 別表第２中「第１３条関係」を「第１５条関係」に改め、同表１の項中「又

は障害者自立支援給付関係情報」を「、障害者自立支援給付関係情報又は住登

外者宛名情報」に改め、同表２の項中「又は児童扶養手当関係情報」を「、児

童扶養手当関係情報又は住登外者宛名情報」に改め、同表３の項中「又は地方

税関係情報」を「、地方税関係情報又は住登外者宛名情報」に改め、同表４の

項中「又は障害者自立支援給付関係情報」を「、障害者自立支援給付関係情報

又は住登外者宛名情報」に改め、同表５の項中「母子保健法による養育医療の

給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報」を「養育医療関係情

報」に、「又は障害者自立支援給付関係情報」を「、障害者自立支援給付関係

情報又は住登外者宛名情報」に改め、同表６の項中「又は介護保険給付等関係

情報」を「、介護保険給付等関係情報又は住登外者宛名情報」に改め、同表７

の項中「又は地方税関係情報」を「、地方税関係情報又は住登外者宛名情報」

に改め、同表８の項中「又は介護保険給付等関係情報」を「、介護保険給付等

関係情報又は住登外者宛名情報」に改め、同表９の項中「又は地方税関係情報」

を「、地方税関係情報又は住登外者宛名情報」に改め、同表１０の項中「又は

障害者自立支援給付関係情報」を「、障害者自立支援給付関係情報又は住登外

者宛名情報」に改め、同表１１の項中「又は児童手当関係情報」を「、児童手

当関係情報又は住登外者宛名情報」に改め、同表１２の項中「又は介護保険給

付等関係情報」を「、介護保険給付等関係情報又は住登外者宛名情報」に改め、

同表１３の項中「又は児童手当関係情報」を「、児童手当関係情報又は住登外



者宛名情報」に改め、同表１４の項及び１５の項中「又は児童扶養手当関係情

報」を「、児童扶養手当関係情報又は住登外者宛名情報」に改め、同表１６の

項及び１７の項中「又は地方税関係情報」を「、地方税関係情報又は住登外者

宛名情報」に改め、同表１８の項中「又は中国残留邦人等支援給付等関係情報」

を「、中国残留邦人等支援給付等関係情報又は住登外者宛名情報」に改め、同

表１９の項中「又は児童扶養手当関係情報」を「、児童扶養手当関係情報又は

住登外者宛名情報」に改め、同表２０の項中「又は地方税関係情報」を「、地

方税関係情報又は住登外者宛名情報」に改め、同表２１の項中「母子保健法に

よる養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報」を

「養育医療関係情報」に、「又は障害者自立支援給付関係情報」を「、障害者

自立支援給付関係情報又は住登外者宛名情報」に改め、同表２２の項及び２３

の項中「又は地方税関係情報」を「、地方税関係情報又は住登外者宛名情報」

に改め、同表２４の項中「又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律第７条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する

情報」を「、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第

７条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する情報又は住登外者

宛名情報」に改め、同表２５の項中「又は障害者自立支援給付関係情報」を「、

障害者自立支援給付関係情報又は住登外者宛名情報」に改め、同表に次の２項

を加える。 

２６  市

長 

行政手続における

特定の個人を識別

するための番号の

利用等に関する法

律別表の各項の下

欄に掲げる事務（

準 法 定 事 務 を 含

む。） 

住登外者宛名情報 

２７  教

育委員会 

行政手続における

特定の個人を識別

するための番号の

利用等に関する法

律別表の各項の下

欄に掲げる事務（

準 法 定 事 務 を 含 

住登外者宛名情報 



 む。）  

   附 則 

 この規則は、香芝市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例（令

和７年条例第４３号）の施行の日から施行する。ただし、第３条第３号から第

６号まで、第８号及び第９号、第４条第３号から第６号まで、第８号及び第９

号、第５条第３号から第６号まで、第８号及び第９号、第７条第１号から第１

０号まで並びに第８条第１号の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 


